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Q28 きのこ・山菜は茹でたり、あく抜きしたりすることで
       放射性物質濃度を下げることはできますか？Q28 きのこ・山菜は茹でたり、あく抜きしたりすることで
       放射性物質濃度を下げることはできますか？

　福島県林業研究センターが行った調査では、ワラビの穂
先は茎の2.36～3.30倍の放射性セシウム濃度でした（図1）。
ワラビを食用する場合には、穂先を取り除くことによって安全
性を高めることに有効であることが確認できました。しかしな
がら、国で定めている一般食品の基準値(100Bq/kg) は、

最終製品だけでなく、原材料においても適用され、これに適
合しない食品を製造、輸入、加工、使用、調理、保存、販売
することはできません。ワラビは、あく抜きにより放射性セシウ
ム濃度が下がりますが、基準値としてはあく抜き前の濃度が
適用されるので注意してください（図2）。

A28 一般食品の基準値（100Bq/kg）は最終製品だけでなく、
調理加工などを施す原材料にも適用となります。

Q27 きのこ・山菜の放射性物質のモニタリングはどのようになっていますか？Q27 きのこ・山菜の放射性物質のモニタリングはどのようになっていますか？

A27 モニタリング検査で、基準値を超えたものは
年々減っています。また原木シイタケの
出荷制限も徐々に解除されています。

　福島県では森林の再生に向けて森林の公益的機能の
維持増進を図る「森林整備」と放射性物質の拡散抑制を図
る「放射性物質対策」を一体的に実施しています。対象区
域は、汚染状況重点調査地域等（森林再生エリア）となって
おり、市町村等の公的主体が事業を行っています。
　福島県のこれまでの取組には次のようなものがあります。
①空間線量率の調査や森林所有者の同意取得等

②拡散抑制対策（丸太筋工、チップ敷均し等）
③森林整備（間伐、更新伐等）
④路網整備（森林作業道の開設等）
　これまで、2013年度19市町村、2014年度30市町村、2015
年度37市町村で実施しており、2014年度の実績は、間伐等
595ha、森林作業道53kmとなっています。

Q29 福島県内では森林・林業の再生に向けてどのようなことが行われていますか？Q29 福島県内では森林・林業の再生に向けてどのようなことが行われていますか？

A29 間伐等の森林整備と放射性物質対策を一体的に
行う「ふくしま森林再生事業」を展開しています。

資料：福島県HP「これまでのモニタリング検査結果」

資料：消費者庁「食品と放射能Q&A」 （第9版）2014年11月13日

図資料：国際原子力機関（IAEA）TRS472

【表】きのこ・山菜のモニタリング検査結果

【図１】部位別放射性セシウム濃度 【図2】調理の過程で放射性物質の低減が可能
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　福島県では、2013年から放射性物質対策と
森林整備を一体的に実施し、森林の再生を図る

「ふくしま森林再生事業」を展開しています。 しか
しながら、避難指示区域等の森林については、東
京電力福島第一原発事故後、森林整備や林業
活動が行われていません。 このため、林野庁で
は、住民が帰還後に円滑に森林整備を再開でき
るよう、実証事業に取り組んでいます。

Ⅴ

【図】事業対象地の概念図
資料：福島県「重点プロジェクト（ふくしまの
森林元気プロジェクト）の推進について」

（2013年２月８日）
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野菜／果実／きのこ
洗浄、ゆでる（煮汁は捨てる）
例）野菜／果実を洗浄：０～40％除去
     野菜／果実をゆでる：10～60％除去

肉／魚
塩焼き等で肉汁を落とす
例）肉をゆでる（ゆで汁に移行）：30～80％除去
     肉を焼く（肉汁に移行）：20～50％除去

●野生のものは大量に食べない
●いろいろな品目、いろいろな産地のものを食べる 栄養の偏り

に注意

　福島県内で出荷・販売を目的に生産または採取されるき
のこや山菜は、安全性を確認するための検査をしています。
栽培きのこの出荷は、生産者ごとに、きのこ発生前に資材

（ほだ木や菌床等）に含まれる放射性セシウム濃度を測定
し、国が定める指標値※以下であることを確認した後、出荷
前にモニタリング検査を実施しています。きのこや山菜等の
特用林産物については「一般食品」の基準値が適用されて
おり、食品中の放射性セシウムの基準値100Bq/kg以下で
あることが必要です。
　これまでに山菜・きのこは、野生のものも含めて63品目の
放射性セシウムのモニタリング検査が行われ、基準値を超え
たものは徐 に々減ってきています（表）。
　これまでの検査の結果、2016年8月現在、原木シイタケ、野

生きのこ、タケノコ、クサソテツ、コシアブラ、フキノトウ、タラノ
メ、ゼンマイ、ワラビ等１９品目のきのこ・山菜の出荷が制限さ
れています。特にコシアブラについては、57市町村で制限さ
れています。
　なお、原木シイタケは2016年8月現在6市町村で出荷制限
の一部解除がされています。
※発生したきのこが基準値を超過しないために、国が定めたほだ木や菌床の指標値。原木・ほ
だ木は50Bq/㎏、菌床は200Bq/㎏。
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【図】
避難指示解除準備区域等
における林業再生に向けた
実証事業

　原発事故による放射性物質の影響を受けた地域では、
避難指示区域の解除など、住民の帰還に向けた取組が進
められています。地域住民の雇用・生活の場の確保のた
め、地域の基幹産業のひとつである林業・木材産業の再開
が重要です。
　林野庁が2014年度から実施している「避難指示解除準

備区域等における林業再生に向けた実証事業」では、地
元の意向を踏まえつつ、森林整備や林業生産活動の早期
再開に向けて、これまで得られた知見を活用した放射性物
質対策について実証事業に取り組んでいます（図）。2015
年度は5つの市村（南相馬市、田村市、川内村、飯舘村、葛
尾村）で実施しています。

A30 実証事業では住民の皆さんが帰還後に、円滑に森林整備
を再開できるよう、放射性物質対策の実証を行っています。

Q30 林野庁の行う実証事業はどのような目的で実施されていますか？
　    
Q30 林野庁の行う実証事業はどのような目的で実施されていますか？
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Cs

林内作業の安全対策 森林整備を通じた拡散抑制対策

放射性物質濃度等の計測 地域内の森林資源活用に向けた課題整理

機械化による遮へい 作業効率化による被ばく時間の短縮

樹木の部位別濃度等計測
立木状態での樹皮の放射性物
質濃度測定方法 市場等における受入調査

林内路網からの拡散抑制 間伐による拡散抑制

分散排水

出材可能量の予測

資料：「福島県の森林・林業の再生に向
けた取組」2016年2月5日、農林水産省
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データデータ

様々な基準
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データデータ

作業安全ガイド

きのこ等の基準値・指標値

薪・木炭・ペレットの指標値

対象品目 指標値 指標値設定
単位：Bq/kg

単位：Bq/kg

きのこ・山菜（一般食品基準）
きのこ原木・ほだ木
菌床用培地

100
50
200

2012年4月
2012年3月
2012年3月

※きのこ・山菜は基準値 資料：林野庁作成

資料：林野庁作成

資料：林野庁ＨＰ「森林内等の作業における放射線障害防止対策に関する留意事項等について（Ｑ＆Ａ）」2012年７月18日

資料：林野庁作成

対象品目 指標値 指標値設定
薪
木炭

木質ペレット（ホワイトペレット、全木ペレット）

40
280
40

2011年11月
2011年11月
2012年11月

木質ペレット（バークペレット） 300 2012年11月

除染特別地域・汚染状況重点調査地域で作業を行う場合のフロー

YES

YES YES

YES NO

NO

NO

NO

NO

NO YES

NO YES

YES

行う作業は以下のものに該当するか。
①苗木生産作業
②植栽作業
③保育作業（補植に限る）
④常緑樹の伐採作業※
⑤林道開設
⑥災害復旧作業

文科省航空機モニタリングの最新の
データ等に照合し、作業場所の空間線
量率が明らかに2.5μSv/h以下であるか。

作業場所の空間線量率を測定し、
その値が2.5μSv/hを超えるか。

作業場所の空間線量率を測定し、
その値が2.5μSv/hを超えるか。

特定汚染土壌等
取扱業務に該当

特定線量下業務
に該当

汚染土壌等に含まれる放射性セシウム
濃度を測定し、その値が１万Bq/kgを
超えるか。（簡易測定が可能）

義務等として対策を講ずる必要はないが、被ばく
や汚染拡大をさらに軽減する観点から、自主的に
以下の対応をとることが考えられる。

左欄の対策に加え、自
主的に線量管理を行う
ことが考えられる。

NOYES

・森林での作業と放射線量の基準

※伐採作業は直接土壌等を取り扱う作業ではないが、
2.5μSv/hを超える場所の常緑樹では、葉に放射性物
質が多く残っている可能性があることから、「常緑樹の伐
採作業」は、特定汚染土壌等取扱業務に該当する可
能性のある作業に位置づけられている。

義務等とし
て対策を講
ずる必要は
ない。

「特定線量下業務に
従事する労働者の放
射線障害防止のため
のガイドライン」を遵
守し、作業を実施。

「除染等業務に従事
する労働者の放射線
障害防止のためのガ
イドライン」を遵守し、
作業を実施。

なお、線量管理の手法
については、個人線量
計による測定のほか、簡
易なもの（空間線量から
の評価や代表者による
測定）が可能。

▶長袖、手袋、不織布マスク等を着用する。なお、熱
　中症予防のため、水分・塩分をこまめに摂取する。
▶休憩、飲食については作業場所の風上に移動し、
　手袋等を脱いだ上で行う。
▶手洗い、うがいを行う。履物に着いた泥を洗
　い流す。

汚染土壌等に含まれる放射性
セシウム濃度を測定し、その値
が１万Bq/kgを超えるか。（簡
易測定又は空間線量率から
の推計が可能）

今後、2.5μSv/hを超える作業場
所において、除染や特定汚染土
壌等取扱業務等に作業員を従事
させる予定があるか。

　林野庁が2015年度に避難指示区域等において実施し
た実証事業では、各試験地（南相馬市、田村市、川内市、
飯舘村、葛尾村）とも空間線量率は物理学的減衰に応じて
低減傾向にあります。また、実証事業を行った避難指示解
除準備区域（解除区域を含む）、居住制限区域のいずれの
試験地も作業時に特段の対策が義務づけられていない2.5
μSv/h以下であることが確認されました。
　樹木の部位別や落葉層等の放射性セシウム濃度について
も、これまで汚染状況重点調査地域等で実施してきた調査結
果と同じ傾向（Q10、Q11）にあり、放射性セシウムの大半が土
壌に移行し、樹木の部位別の濃度についても、辺材・心材に
ついては100～400Bq/kgであり、木材として利用可能なレベ
ルにありました。
　そのほか、Q22で紹介した林内作業員の外部被ばくの抑
制策として大型作業機械の活用が効果的であること、Q23
で紹介した林内作業における内部被ばくはごくわずかであ
ることなどがわかってきています。今後も、モニタリングや林

内作業時の被ばく低減策等の実証事業に取り組んでいくこ
ととしています。

Q31 これまでの実証事業の経過と成果はどうなっていますか？Q31 これまでの実証事業の経過と成果はどうなっていますか？

A31 避難指示解除準備区域等においても空間線量率は
低減し、木材（辺材・心材）の放射性セシウム濃度も低い傾向
にあり、森林整備の再開が可能であることがわかりました。

資料：林野庁業務資料 ●印  実証事業箇所

凡例 平成28年7月12日現在
帰還困難区域
居住制限区域
避難指示解除準備区域


